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令和７年５月２２日判決言渡 

令和６年（行ウ）第４号 裁決取消等請求事件 

主 文 

１ 国土交通大臣が令和５年７月７日付けで原告に対してした裁決（国鉄事

第２３９号）を取り消す。 5 

２ 原告のその余の請求を棄却する。 

３ 訴訟費用はこれを２分し、その１を原告の負担とし、その余は被告の負

担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 10 

１ 主文１項と同旨 

２ 被告は、原告に対し、２０万円及びこれに対する令和５年７月７日から支払

済みまで年３％の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

原告は、国土交通大臣が東日本旅客鉄道株式会社（以下「ＪＲ東日本」とい15 

う。）に対してした運賃上限変更認可処分について、その取消しを求めて審査請

求をしたところ、国土交通大臣から、同審査請求は不適法であって補正するこ

とができないことが明らか（行政不服審査法２４条２項）であるとして、これ

を却下する裁決を受けた。 

本件は、原告が、①上記裁決は違法であるとしてその取消しを求めるととも20 

に、②国土交通大臣が上記裁決をしたことは国家賠償法上も違法であるとして、

被告に対し、同法１条１項に基づき、慰謝料２０万円及びこれに対する違法行

為の日（上記裁決の日）である令和５年７月７日から支払済みまで民法所定の

年３％の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 

１ 関係法令の定め 25 

別紙１「関係法令の定め」に記載のとおり。 
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なお、同別紙中で定義した略称は、以下の本文においても同様に用いるもの

とする。 

２ 前提事実（後掲各証拠により容易に認められる事実及び当裁判所に顕著な事実） 

(1) ＪＲ東日本に対する運賃上限変更認可処分 

ア ＪＲ東日本は、令和４年９月１６日付けで、国土交通大臣に対し、下記5 

のとおり、変動運賃制（運賃の上限を変更した上で、運賃収入を増加させ

ないことを前提に、変更した上限の範囲内において割増の運賃と割引の運

賃を組み合わせた設定のこと。）を実施し、オフピーク定期券（混雑時間帯

には利用することができない代わりに、通常定期券よりも割安に購入する

ことができる定期券のこと。）を導入することを理由として、鉄道事業法１10 

６条１項に基づく運賃上限変更認可申請（以下「本件認可申請」という。）

をした（乙１）。 

記 

(ｱ) 変更しようとする運賃を適用する路線 別紙２(1)のとおり 

(ｲ) 変更しようとする運賃の上限の種類、額及び適用方法 別紙２(2)のと15 

おり 

(ｳ) 実施希望日・期間 令和５年３月から令和８年３月まで 

イ 国土交通大臣は、令和４年９月２１日付けで、運輸審議会に対し、本件

認可申請について諮問をした（乙１８）。 

ウ 運輸審議会は、令和４年９月２２日、本件認可申請につき公聴会を開催20 

することを職権で決定し、その後、公述の申込みをしたＪＲ東日本及び原

告を公述人に選定した（乙２の１の１、１９の１～３）。 

ＪＲ東日本及び原告は、同年１１月１７日、公聴会において公述等をし

た（乙１９の４～６）。 

エ 運輸審議会は、令和４年１２月１５日、期限に係る条件を付した上で、25 

本件認可申請を認めるべきである旨の答申をした（乙３）。 



3 

 

オ 国土交通大臣は、令和４年１２月２７日、本件認可申請について、認可

の有効期限を令和８年３月３１日までとするなどの条件を付した上で、認

可（以下「本件認可」という。）をした（乙２０）。 

(2) 原告による審査請求及びこれに対する裁決等 

ア 原告は、令和４年１２月２７日付けで、国土交通大臣に対し、本件認可5 

の取消し及び執行停止を求めて審査請求（以下「本件審査請求」という。）

をした。 

原告は、本件審査請求に当たり、自分は別紙２(1)記載の電車特定区間内

の通勤定期券を購入している者であるから、審査請求人適格を有する旨主

張し、その証拠書類として、ＪＲ東日本が発行する通勤定期券の写し（モ10 

バイルＳｕｉｃａ上に表示されたＡの通勤定期券のスクリーンショットを

印刷したもの。甲４）を提出した。 

（甲２） 

イ 国土交通大臣は、令和５年７月７日付けで、ＪＲ東日本の鉄道の利用者

にすぎない原告には審査請求人適格がなく、本件審査請求は不適法であり、15 

かつ、これを補正することができないことが明らかであるとして、行政不

服審査法第２章第３節の審理手続（以下、単に「審理手続」という。）を経

ることなく、同法２４条２項及び４５条１項の規定に基づき、本件審査請

求を却下する旨の裁決（国鉄事第２３９号。以下「本件裁決」という。た

だし、鉄道局長による専決によるもの。甲７）をした。 20 

なお、国土交通大臣は、本件裁決が「運輸審議会が軽微なものと認める

もの」（国土交通省設置法１５条３項）に該当することを理由に、運輸審議

会への諮問をしなかった。 

（甲１） 

ウ 国土交通大臣は、令和５年７月７日付けで、本件認可について執行停止25 

をしない旨の決定（国鉄事第２４０号）をした（乙２３）。 
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エ 原告は、令和５年７月１１日、本件裁決及び上記ウの決定の通知を受領

した（乙２２）。 

(3) 本件訴えの提起 

原告は、令和６年１月１０日、本件訴えを提起した（当裁判所に顕著な事

実）。 5 

３ 争点 

(1) 請求１について 

本件裁決の適法性（争点１） 

(2) 請求２について 

国家賠償法上の違法行為及び損害の有無（争点２） 10 

４ 争点に関する当事者の主張 

(1) 争点１（本件裁決の適法性） 

（被告の主張） 

ア 「審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなと

き」（行政不服審査法２４条２項）に該当すること 15 

(ｱ) 行政不服審査法２４条２項にいう「審査請求が不適法であって補正す

ることができないことが明らかなとき」とは、裁決行政庁において、審

査請求書からして、審査請求が不適法であると判断され、かつ、その補

正不能が明らかであるときをいうものである。 

具体的には、審査請求書の記載の訂正等により適法な審査請求として20 

扱う余地のない瑕疵、例えば、処分性や審査請求人適格の欠如等につい

ては、審理手続を開始し、不服に理由があるかどうかを判断する手続を

する前提を欠くため、「審査請求が不適法であって補正することができな

いことが明らかなとき」に該当する。 

(ｲ) 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）の制定に伴い廃止された地方25 

鉄道法に基づく運賃変更認可処分の取消しの訴えについては、鉄道利用
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者の原告適格を否定した最高裁昭和６０年（行ツ）４１号平成元年４月

１３日第一小法廷判決・裁判集民事１５６号４９９頁（以下「近鉄特急

最高裁判決」という。）が存在するところ、当該判断は、鉄道事業法の施

行後もなお先例的意義を有するものであるから、運賃上限変更認可処分

に係る審査請求人適格については、近鉄特急最高裁判決に従って判断す5 

べきである。  

近鉄特急最高裁判決に照らせば、ＪＲ東日本の鉄道利用者にすぎない

原告は、本件審査請求に係る審査請求人適格を有しない。 

したがって、本件審査請求は、「不適法であって補正することができな

いことが明らかなとき」に該当するから、審理手続を経ずに本件審査請10 

求を却下した本件裁決の手続に瑕疵はない。 

(ｳ) 原告は、通勤や通学等の手段として反復継続して日常的に鉄道を利用

している者に原告適格を認めた東京地裁平成２２年（行ウ）第４６２号、

同２４年（行ウ）第３８４号同２５年３月２６日判決・判例時報２２０

９号７９頁（以下「東京地裁平成２５年判決」という。）に依拠して、審15 

査請求人適格を有する旨主張する。 

しかし、東京地裁平成２５年判決は、鉄道事業者と鉄道利用者の関係

は契約自由の原則が妥当する私人間の契約関係にとどまることや、鉄道

事業法は鉄道事業者が適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えない

範囲で運賃を設定しているか否かに着目するにとどまることなどを看過20 

しており、誤っている。 

したがって、本件審査請求に係る審査請求人適格を検討するに当たっ

ては、東京地裁平成２５年判決を参考にすべきではない。 

イ その余の原告の主張について 

(ｱ) 運輸審議会への諮問を省略できること 25 

国土交通大臣は、運賃上限変更認可処分に対する審査請求について裁
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決をする場合、原則として運輸審議会に諮問しなければならない（国土

交通省設置法１５条２項）が、「運輸審議会が軽微なものと認めるもの」

についてはこれを省略できる（同条３項）。そして、運輸審議会は、諮問

省略基準において、審査請求を「却下すべきことが明白であるもの」に

ついては、上記「軽微なもの」に該当するものと認定する旨定めている。 5 

本件審査請求は、上記アのとおり、「不適法であって補正することがで

きないことが明らかなとき」に該当するから、諮問省略基準にいう「却

下すべきことが明白であるもの」にも該当する。 

したがって、国土交通大臣が本件裁決をするに当たり、運輸審議会に

諮問しなかった手続に瑕疵はない。 10 

(ｲ) 鉄道局長による専決に問題はないこと 

本件裁決は、国土交通大臣の名によって権限が行使されているから、

国土交通大臣がその責任を負うのであり、本件裁決に係る専決に手続上

の瑕疵はない。また、行政機関のどの職員が実質的に決定したかは本件

裁決の適法性に影響しない。 15 

したがって、鉄道局長による専決が違法であるとする原告の主張は理

由がない。 

（原告の主張） 

ア 「審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなと

き」（行政不服審査法２４条２項）に該当しないこと 20 

東京地裁平成２５年判決は、通勤や通学等の手段として反復継続して日

常的に鉄道を利用している者について、改正前鉄道事業法１６条１項に基

づく運賃変更認可処分又は鉄道事業法１６条１項に基づく運賃上限変更認

可処分の取消し等の訴えに係る原告適格を認め、近鉄特急最高裁判決の射

程は及ばないものと判断した。そして、東京地裁平成２５年判決における25 

原告適格に関するこの判断は、上訴審（東京高裁平成２５年（行コ）第１
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８７号同２６年２月１９日判決・訟務月報６０巻６号１３６７頁、最高裁

平成２６年（行ツ）第２５４号、同年（行ヒ）第２６６号同２７年４月２

１日第三小法廷決定・Ｄ１－Ｌａｗ．ｃｏｍ判例体系）においても維持さ

れており、同旨の判断をした裁判例（東京地裁平成２６年（行ウ）第４２

２号同３１年３月１４日判決・裁判所ウェブサイト）も存在する。 5 

このように、近鉄特急最高裁判決は、平成１６年法律第８４号による改

正後の行政事件訴訟法の施行後、原告適格につき異なる判断をした裁判例

が現われており、その判断が最高裁においても維持されていることや、行

政法学会において厳しく批判されていることからすれば、変更される可能

性が十分にある判例であった。 10 

したがって、運賃上限変更認可処分について第三者から審査請求がなさ

れた場合に、鉄道利用者であることを理由に当然に審査請求人適格を否定

する判例は確立していないから、国土交通大臣は、本件審査請求が不適法

であることが明らかであると直ちに判断することはできなかった。 

以上のとおり、本件審査請求は、「不適法であって補正することができな15 

いことが明らかなとき」に該当しない。 

イ 運輸審議会への諮問がされなかったこと 

本件審査請求においては、審査請求人適格の有無が争点となるところ、

これは行政法上重要な論点である上、上記アのとおり、近鉄特急最高裁判

決と異なる判断をした裁判例も存在することからすれば、その裁決に当た20 

っては、有識者で構成される運輸審議会に諮問されるべきであった。 

したがって、本件審査請求は、諮問省略基準にいう「却下すべきことが

明白であるもの」に該当しないから、国土交通大臣が、これを「軽微なも

の」（国土交通省設置法１５条３項）に該当するとして、運輸審議会に諮問

しなかったことは違法である。 25 

ウ 鉄道局長による専決によりされたこと 



8 

 

本件裁決は、東京地裁平成２５年判決等の裁判例に反するものであり、

我が国の最大の鉄道事業者であるＪＲ東日本の運賃上限変更認可処分に関

わるものであることからすれば、「特に重要な事項若しくは異例に属する事

項」として、国土交通大臣の決裁を要するものであった（国土交通省決裁

規則３条１項）。 5 

したがって、鉄道局長による専決によりされた本件裁決は違法である。 

(2) 争点２（国家賠償法上の違法行為及び損害の有無） 

（原告の主張） 

ア 被告が依拠する近鉄特急最高裁判決は鉄道事業法の制定に伴い廃止され

た地方鉄道法のものである上、これを明確に否定する東京地裁平成２５年10 

判決等の裁判例が存在することや行政法学会における議論状況からすれば、

国土交通大臣が、有識者で構成される運輸審議会に諮問せず、原告の審査

請求人適格を否定する本件裁決をしたことは、職務上の法的義務違反があ

り、国家賠償法上違法である。 

イ 原告は、国土交通大臣による本件裁決という違法行為により、本件審査15 

請求について本案審理を受ける手続的利益を侵害された。その慰謝料は２

０万円を下回らない。 

（被告の主張） 

ア(ｱ) 本件裁決は、上記(1)（被告の主張）のとおり適法であるから、国土交

通大臣が本件裁決をしたことについて、職務上の法的義務違反はない。 20 

(ｲ) 仮に本件裁決が違法であるとしても、原告に審査請求人適格がないと

した判断には合理的理由があり、また、先例的意義を有する近鉄特急最

高裁判決に沿うものであるから、一下級審にすぎない東京地裁平成２５

年判決に沿った判断をしなかったことをもって、国土交通大臣が職務上

の法的義務に違反したとはいえず、国家賠償法上違法ではない。 25 

イ 損害については争う。 
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第３ 当裁判所の判断 

１ 争点１（本件裁決の適法性）について 

(1) 本件審査請求が「不適法であって補正することができないことが明らかなとき」

（行政不服審査法２４条２項）に該当するか否か 

ア 被告は、上記第２の４(1)（被告の主張）ア(ｱ)及び(ｲ)のとおり、運賃上5 

限変更認可処分に係る審査請求人適格については、近鉄特急最高裁判決に

従って判断すべきであるところ、そうであれば、ＪＲ東日本の鉄道利用者

にすぎない原告において、本件審査請求に係る審査請求人適格を有しない

ことは明らかであり、そのことは審査請求書の記載の訂正等により適法な

審査請求として扱う余地がないことを意味するから、本件審査請求は、「不10 

適法であって補正することができないことが明らかなとき」に該当する旨

主張する。 

イ まず、近鉄特急最高裁判決は、鉄道事業法の制定に伴い廃止された地方

鉄道法２１条に基づく運賃変更認可処分の取消しの訴えに係る原告適格に

ついて判断したものであり、鉄道事業法１６条１項に基づく運賃上限変更15 

認可処分の取消しの訴えに係る原告適格について判断したものではない。

そして、鉄道事業法１６条１項に基づく運賃上限変更認可処分の取消しの

訴えに係る原告適格又は審査請求に係る審査請求人適格について判断した

最高裁判決は見当たらない。 

かえって、鉄道事業法が、地方鉄道法にはなかった目的規定（１条）を20 

置き、「利用者の利益の保護」が確保されなければならないものであること

を明らかにしていることなどを理由に、近鉄特急最高裁判決の射程は鉄道

事業法１６条１項に基づく運賃上限変更認可処分の取消しの訴えには及ば

ないと判断した東京地裁平成２５年判決が存在するところ、同判決は、当

事者双方の主張立証活動を踏まえ、平成１６年法律第８４号による行政事25 

件訴訟法の改正によって新設された同法９条２項に基づく検討をした上で、
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上記判断に至っているものである。 

そうすると、近鉄特急最高裁判決の存在をもって、本件審査請求に係る

原告の審査請求人適格はないとの結論が当然に導かれるものとはいえず、

原告の審査請求人適格について判断するためには、近鉄特急最高裁判決の

射程や東京地裁平成２５年判決の位置付け（なお、同判決の後、同判決に5 

おいて鉄道事業法の関係法令として参照された運輸審議会一般規則５条６

号は、「運輸審議会が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める

者」の前に「利用者その他の者のうち」という文言を追加する改正がされ

ている。）を含め、行政事件訴訟法９条２項に基づく検討をするべく、審査

請求人である原告との間の主張のやり取り等による審理手続を行うことが10 

必要であったというべきである。 

以上によれば、本件審査請求は、「不適法であって補正することができな

いことが明らかなとき」に該当するとはいえないものである。 

ウ 被告は、上記第２の４(1)（被告の主張）ア(ｳ)のとおり、東京地裁平成

２５年判決は誤っているなどと主張する。 15 

しかし、仮に東京地裁平成２５年判決の判断に誤った点があるとしても、

そのことから直ちに、本件審査請求に近鉄特急最高裁判決の射程が及ぶこ

とになるものではないから、被告の上記主張は上記イの判断を左右するも

のではない。 

そして、国土交通大臣は、本件裁決の理由において、本件審査請求に近20 

鉄特急最高裁判決の射程が及ぶ理由や東京地裁平成２５年判決が誤ってい

る理由を示すこともしていないから（甲１）、その意味でも、国土交通大臣

としては、審理手続において、上記の各理由について明らかにするととも

に、これらについて審査請求人である原告に反論の機会を付与すべきであ

ったというべきである（行政不服審査法３０条１項）。 25 

(2) 小括 
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以上のとおり、本件審査請求は「不適法であって補正することができない

ことが明らかなとき」に該当するとはいえないから、国土交通大臣において

本件審査請求を却下する裁決をするに当たっては、審理手続を経なければな

らなかったものである。 

したがって、審理手続を経ることなく本件審査請求を却下した本件裁決は、5 

行政不服審査法２４条２項所定の要件を欠く違法なものであるから、その余

の点について判断するまでもなく、本件裁決は取り消されなければならない。 

２ 争点２（国家賠償法上の違法行為及び損害の有無）について 

(1) 判断枠組み 

国家賠償法１条１項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が10 

個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を

加えたときに、国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定した

ものであるから、公務員による公権力の行使に係る行為につき同項にいう違

法があるというためには、公務員が、当該行為によって損害を被ったと主張

する個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違反したと認められること15 

が必要である（最高裁昭和５３年（オ）第１２４０号同６０年１１月２１日

第一小法廷判決・民集３９巻７号１５１２頁、最高裁平成１３年（行ツ）第

８２号、第８３号、同年（行ヒ）第７６号、第７７号同１７年９月１４日大

法廷判決・民集５９巻７号２０８７頁参照）。 

また、ある事項に関する法律解釈につき異なる見解が対立して疑義を生じ、20 

よるべき明確な判例、学説がなく、実務上の取扱いも分かれていて、そのい

ずれについても一応の論拠が認められる場合に、公務員がその一方の解釈に

立脚して公務を執行したときは、後にその執行が違法と判断されたからとい

って、直ちに当該公務員に国家賠償法１条１項に規定する故意又は過失があ

ったものと解するのは相当ではない（最高裁昭和４５年（オ）第８８６号同25 

４９年１２月１２日第一小法廷判決・民集２８巻１０号２０２８頁参照）。  
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(2) 検討 

ア 上記１のとおり、国土交通大臣が審理手続を経ることなく本件裁決をし

たことは違法であることに加え、本件裁決の理由において、近鉄特急最高

裁判決の射程や東京地裁平成２５年判決の位置付けを意識した記載がない

ことからすれば、国土交通大臣が審理手続を経ることなく本件裁決をした5 

ことには、慎重さに欠ける面があったことは否めない。 

しかし、近鉄特急最高裁判決の射程について、鉄道事業法１６条１項に

基づく運賃上限変更認可処分の取消しの訴えに係る原告適格又は審査請求

に係る審査請求人適格には及ばないと判断した最高裁判決は見当たらない

こと、近鉄特急最高裁判決の担当調査官が、鉄道事業法について「地方鉄10 

道法よりも、鉄道の利用者の保護に厚いようであるが、同法のもとにおい

ても、鉄道の利用者に本件のような訴訟の原告適格が認められるかはなお

難しいように思われる。」との見解を示していたこと、改正前鉄道事業法１

６条１項に基づく運賃変更認可処分の取消しの訴えに係る原告適格を否定

した下級審裁判例（東京高裁平成１１年（行コ）第２１７号同１２年１０15 

月１１日判決・裁判所ウェブサイト）が存在することからすれば、近鉄特

急最高裁判決が地方鉄道法に係る事案であることを踏まえても、国土交通

大臣が近鉄特急最高裁判決に依拠したことには一応の論拠を認め得るとい

える。 

そうすると、国土交通大臣が、近鉄特急最高裁判決に依拠して、原告の20 

審査請求人適格が欠けることに関し補正の余地がないことが明らかである

と判断したことについて、少なくとも、国家賠償法１条１項に規定する故

意又は過失があったということはできない。 

イ また、国土交通大臣は、本件審査請求について運輸審議会に諮問しなか

ったものであるが、これは、本件審査請求が「却下すべきことが明白であ25 

るもの」（諮問省略基準(2)）に該当し、「運輸審議会が軽微なものと認める
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もの」（国土交通省設置法１５条３項）に該当する旨認定したことによるも

のである。 

そして、行政不服審査法４３条１項１号、国土交通省設置法１５条２項、

３項、運輸審議会一般規則１３条の各規定及び諮問省略基準(2)からすれば、

審理手続を経ずに却下するにもかかわらず運輸審議会には諮問するといっ5 

たことは原則として想定されていないといえるから、上記アのとおり、原

告の審査請求人適格が欠けることに関し補正の余地がないことが明らかで

あると判断したことについて国家賠償法１条１項に規定する故意又は過失

があったということはできない以上、本件審査請求は「却下すべきことが

明白であるもの」に該当すると判断したことについてもまた、故意又は過10 

失があったということはできない。 

ウ 原告は、上記第２の４(1)（原告の主張）ウのとおり、本件裁決は、東京

地裁平成２５年判決等の裁判例に反すること、ＪＲ東日本の運賃上限変更

認可処分に関わるものであることをもって、「特に重要な事項若しくは異例

に属する事項」（国土交通省決裁規則３条１項）に当たり、国土交通大臣の15 

決裁を要するものであった旨主張している。 

原告が上記主張を国家賠償請求の根拠としているものと善解し、念のた

め検討すると、原告が挙げる各事情をもって、「特に重要な事項若しくは異

例に属する事項」に当たるということはできない。そして、国土交通省決

裁規則１０条１項１３号によれば、鉄道局長は本件裁決について専決権限20 

を有するものと認められるから、国土交通大臣が鉄道局長による専決によ

り本件裁決をしたことに違法はない。 

(3) 小括 

よって、その余の点について判断するまでもなく、原告の被告に対する国

家賠償請求は理由がない。 25 

３ 結論 
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以上のとおり、原告の請求のうち、本件裁決の取消しの請求は理由があるか

ら認容し、国家賠償請求は理由がないから棄却することとして、主文のとおり

判決する。 

 

東京地方裁判所民事第２部 5 

 

裁判長裁判官   品   田   幸   男 

 

 

 10 

裁判官   石   神   有   吾 

 

 

 

裁判官   大 久 保   陽   久 15 

（別紙２省略）  
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（別紙１） 

関係法令の定め 

第１ 鉄道事業法等 

１ 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号） 

(1) １条（目的） 5 

この法律は、鉄道事業等の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、

輸送の安全を確保し、鉄道等の利用者の利益を保護するとともに、鉄道事業

等の健全な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。 

【平成１８年法律第１９号による改正前の１条】 

この法律は、鉄道事業等の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、10 

鉄道等の利用者の利益を保護するとともに、鉄道事業等の健全な発達を図り、

もって公共の福祉を増進することを目的とする。 

(2) １６条（旅客の運賃及び料金）１項 

鉄道運送事業者は、旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金（以

下「旅客運賃等」という。）の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなけれ15 

ばならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

【平成６年法律第９７号による改正前の１６条（運賃及び料金）１項（以下

「改正前鉄道事業法１６条１項」という。）】 

鉄道運送事業者は、旅客又は貨物の運賃及び料金（中略）を定め、運輸大

臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様と20 

する。 

(3) ６４条（権限の委任） 

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところ

により、地方運輸局長に委任することができる。 

(4) ６４条の２（運輸審議会への諮問） 25 

国土交通大臣は、次に掲げる処分等をしようとするときは、運輸審議会に
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諮らなければならない。 

１号 １６条１項の規定による旅客運賃等の上限の認可 

２～５号 略 

(5) ６５条（意見の聴取） 

１項 地方運輸局長は、６４条の規定により、旅客運賃等の上限に関する認5 

可に係る事項がその権限に属することとなった場合において、当該事項

について必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求

めて意見を聴取することができる。 

２項 地方運輸局長は、その権限に属する前項に規定する事項について利害

関係人の申請があったときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意10 

見を聴取しなければならない。 

３項 前２項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する

機会が与えられなければならない。 

２ 鉄道事業法施行規則（昭和６２年運輸省令第６号） 

７３条（意見の聴取） 15 

鉄道事業法６５条１項及び２項の利害関係人（以下「利害関係人」という。）

とは、次のいずれかに該当する者をいう。 

１号 鉄道事業における基本的な旅客運賃等の上限に関する認可の申請者 

２号 １号の申請者と競争の関係にある者 

３号 利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害20 

関係を有すると認める者 

第２ 国土交通省設置法（平成１１年法律第１００号） 

１ ６条１項 

本省に、次の審議会等を置く。 

国土審議会 25 

社会資本整備審議会 
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交通政策審議会 

運輸審議会 

２ １５条（所掌事務等） 

１項 運輸審議会は、鉄道事業法（中略）の規定により同審議会に諮ることを

要する事項のうち国土交通大臣の行う処分等に係るものを処理する。 5 

２項 国土交通大臣は、前項に規定する事項に係る国土交通大臣又はその地方

支分部局の長の行う処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決

をする場合には、運輸審議会に諮らなければならない。 

３項 １項に規定する事項に係る処分等及び前項に規定する裁決（行政手続法

２条４号に規定する不利益処分を除く。）のうち、運輸審議会が軽微なもの10 

と認めるものについては、国土交通大臣は、運輸審議会に諮らないでこれ

を行うことができる。 

４項 略 

３ １６条（組織） 

１項 運輸審議会は、委員６人をもって組織する。 15 

２項 委員のうち４人は、非常勤とする。 

４ １８条（委員の任命）１項 

委員は、年齢３５年以上の者で広い経験と高い識見を有する者のうちから、

両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。 

５ ２３条（公聴会） 20 

運輸審議会は、１５条１項に規定する事項及び同条２項の規定により付議さ

れた事項については、必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、

又は国土交通大臣の指示若しくは運輸審議会の定める利害関係人の請求があっ

たときは、公聴会を開かなければならない。 

６ ２６条（政令への委任） 25 

この款に定めるもののほか、運輸審議会の組織、委員その他の職員その他運
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輸審議会に関し必要な事項は、政令で定める。 

第３ 運輸審議会令等 

１ 運輸審議会令（平成１２年政令第３０１号） 

１０条（雑則）２項 

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な5 

事項は、国土交通省令で定める。 

２ 運輸審議会一般規則（昭和２７年運輸省令第８号） 

(1) ５条（利害関係人） 

国土交通省設置法２３条の規定による利害関係人とは、当該事案に関し、

次の各号のいずれかに該当する者をいう。 10 

１号 許可、認可、特許、認定若しくは承認の申請者、同意を要する協議を

した者又は審査請求をした者（以下「事案の申請者」という。） 

２号 事案において、行政手続法２条４号に規定する不利益処分の名あて人

となるべき者 

３号 事案の申請者と競争の関係にある者 15 

４号 料率の変更を請求した者 

４号の２ 臨港地区の区域の案の変更を請求した者 

５号 港湾管理者の設立に関する調停を受ける者 

６号 前各号に掲げる者のほか、利用者その他の者のうち運輸審議会が当該

事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者 20 

（平成２８年国土交通省令第２３号による改正前の６号） 

前各号に掲げる者のほか、運輸審議会が当該事案に関し特に重大な利

害関係を有すると認める者 

(2) １３条（軽微な事案） 

国土交通大臣は、運輸審議会があらかじめ軽微な事案に関する認定基準を25 

定めた場合において、その基準に該当する事案について処分をしたときは、
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文書をもってその旨を運輸審議会に通知するものとする。 

３ 審査請求について運輸審議会一般規則第１３条の規定により運輸審議会が定める

基準（昭和５０年運審第５０３号。以下「諮問省略基準」という。乙２６） 

審査請求にかかる事案で、下記にかかるものは、国土交通省設置法１５条３

項の規定に該当するものと認定する。 5 

記 

(1) 処分庁又は不作為庁が国土交通大臣以外の者である処分又は不作為に対し

てしたもの 

(2) 行政不服審査法４５条１項又は４９条１項の規定により却下すべきことが

明白であるもの 10 

第４ 国土交通省決裁規則（平成１３年国土交通省訓令第１号。乙２７） 

１ ３条（決裁区分の特例）１項 

特に重要な事項若しくは異例に属する事項又はこの訓令の改正については、

（中略）大臣の決裁を要するものとする。 

２ １０条（官房長等の専決事項等）１項 15 

官房長、総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公共交通政策

審議官、土地政策審議官、危機管理・運輸安全政策審議官、海外プロジェクト

審議官、上下水道審議官、局長、政策統括官又は国際統括官（以下「官房長等」

という。）の専決に属する事項及び官房長等の専行に属する事項でその決裁を受

けるべき重要なものは、次に掲げるものとする。 20 

１～１２号 略 

１３号 不服申立てに対する裁決又は決定 

１４～１８号 略 

以 上  


